
はじめに

　周知の様に，経済学における主な分析対象ないし
研究主題は，市場における取引を通じて経済システ
ム全体が，いかに効率的な資源分配を実現するかと
いうことにある。加えて，今日の一般的かつ標準的
な経済理論，すなわち，１９世紀のR. Walrasを祖と
し，１９５０年代以降にK. J. Arrowや，G. Debreuの貢
献によって数理的に体系化された，一般均衡分析に
代表されるミクロ経済分析では，理論上，市場を介
した資源分配を妨げるような政策や制度は，通常，

否定される。しかし，そうした市場が１００％機能す
ることで実現しうると想定される理論上の理想状態
（最適解）は，現実世界では，未だ実現していない。
そうしたことから，１９７０年代以降には，ミクロ経済
分析内部において，一般均衡分析の理想状態を保持
しつつも，その仮説を緩める動向（e.g.，市場取引に
おける完全情報に関する仮定）や，市場が上手く機
能しない「市場の失敗」が生じた場合に，社会的な
資源分配の効率性を高めるものとしての制度に注目
する潮流が生まれ出した。それは，具体的に言えば，
O. E. WilliamsonやD. C. Northに代表される「新制
度学派」と呼ばれる制度アプローチである。あるい
は，この潮流の延長として見なされる，（進化）ゲー
ム論を用いた青木昌彦らの「比較制度分析」も１９９０
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経済学における制度アプローチの１課題
─制度の下でのアクターの持続的な異質性及び行為の
多様性を説明するためのロジックについて─

江口　友朗ⅰ

　本稿は，経済学の代表的な４つの制度アプローチ（「現代制度学派」「新制度学派」「レギュラシオン学
派」「比較制度分析」）では不明瞭な，制度の下でのアクターの持続的な異質性及び行為の多様性を説明す
るためのロジックを明示するべく，試論することを目的とする。まず，第Ⅰ章では，社会学の盛山和夫の
制度論に依拠することで，経済学の制度諸アプローチを再検討し，それが，制度の下でのアクターの行動
パターンの多様性や，アクター間での差異，相違性の取り扱い方といった点で問題を抱えていることを析
出する。続く第Ⅱ章では，制度の下でのアクターの行為論をより精緻に理解するために，特に，レギュラ
シオン学派で援用されるP. Bourdieuの「ハビトゥス」や，現代制度学派の「習慣」を検討し，これらが，
社会学での理解とも共有可能であることを確認する。そして，第Ⅲ章では，特に，制度の下でのアクター
の持続的な多様性や異質性を説明するためのロジックを試論し，アクターの関係性を明示的な分析対象に
据えることを提案する。そして，第Ⅳ章では，その具体的な分析を展開するための方向性を示唆し，議論
を終える。
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年代には，登場している。
　加えて，経済学においては，そうしたミクロ経済
分析とは異なる，通常は，マクロ経済分析と称され
る１９３０年代のJ. M. Keynesに端を発したアプロー
チ群も存在する１）。そして，その一部のアプローチ
である，例えば，ポスト・ケインジアンのアプロー
チでは，経済成長を念頭に置いた場合，経済システ
ムの運営には，積極的な政策介入が必要だという見
解を取る。このアプローチや，かつてのK. Marxの
理論と親和性を持つ制度のアプローチとして，１９７０
年代には，フランスの官庁エコノミストの M. 
AgliettaやR. Boyerらによって，「レギュラシオン」
学派が誕生している。
　あるいは，１９世紀T. B. Veblenを祖として，２０世
紀前半までその隆盛を誇った「アメリカ旧制度学
派」２）を現代的に見直すと共に，認知科学等の新た
な科学的根拠をその前提とするG. M. Hodgsonら
の「現代制度学派」のアプローチも１９８０年代末には
登場している。
　以上４つの，経済学における代表的な制度諸アプ
ローチからなる潮流は，経済学における分析対象を
「市場」のみならず３），「制度」というものへとその
対象を広げたことで，政治や文化といったそれまで
非経済的要素とされてきた諸要因を巻き込んで議論
することに成功した点，そして，その具体的な展開
として，欧米先進諸国の社会経済システムとしての
多様性を析出した点，これら２点で経済学全体にお
いても，顕著かつ独自の成果を有している。
　ただし，「制度」という概念，ないし用語が，そも
そも，経済学に限らず，社会学や政治学といった社
会科学全般において用いられていることに思いめぐ
らす時，経済学における諸アプローチでの制度認識
やその説明の仕方が，他のディシプリンと同じもの
なのか，それとも異なるのか，ということを今一度
明らかにしておく必要性も，制度の経済アプローチ
の今後の理論的な一層の深化にとっては，意味ある
作業なのではないかと思われる４）。と言うのも，経
済学における制度アプローチの特徴であり，その限

界としては，既述の様に，経済学がシステム全体に
おける資源配分状態ないし経済成長を主題としてい
ることがあるが故に，例えば，社会学における制度
理解やその説明とは，かならずしも一致していない
か捨象している部分もあると類推できるからである。
　以上の様な，背景を踏まえ，本稿は，経済学にお
いて代表的な４つの制度諸アプローチにおいて，未
だ説明できていない論点を明らかにしつつ，それを
解決するためのロジックを方法論的かつ理論的な見
地から試論することを目的とする。
　そして，この目的を達成するために，本稿では，
以下の構成で議論を展開していく。まず，最初の第
Ⅰ章では，執筆者が知る限り，社会学において最も
体系的かつ緻密な制度論を提供していると思われる，
盛山和夫の制度論を紹介した上で，それに即して，
経済学における制度諸アプローチを再検討し，そこ
では十分に説明出来ていない重要な論点として，制
度の下でのアクター間での行動パターンの多様性や，
アクター間での差異，相違性の取り扱い方といった
問題があることを析出する。続く第Ⅱ章では，制度
の下での行為論をより精緻に理解するために，特に，
レギュラシオン学派で援用される P. Bourdieuの
「ハビトゥス」や，現代制度学派の「習慣」行動を検
証し，両アプローチの説明が，社会学における制度
の下でのアクターの行為理解と共有可能なことを確
認する。第Ⅲ章では，方法論ないし理論的なレベル
で，制度の下でのアクターの持続的な多様性や異質
性を説明するためのロジックを試論し，特に，制度
の下でのアクターの関係性を明示的な分析対象に据
えることを提案する。そして，第Ⅳ章では，提示し
たロジックを精緻化する上での社会秩序としての制
度の役割や，その具体的な分析を展開する方向性に
ついて示唆を与え，議論を終える。
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Ⅰ．社会学の制度論から見た経済学の 
制度諸アプローチ

Ⅰ．１　盛山和夫の制度論とそれに基づく論点の整理
　社会学において，最も，体系論的かつ精緻な制度
論を著わしていると思われる，盛山和夫の『制度論
の構図』では，まず，制度は，「理念的な実在であっ
て，基本的には意味および意味づけの体系」（盛山，
１９９５，p.２２１）であり，一般の社会制度は，（１）意味
の体系，（２）行為の体系，そして（３）モノの体系，
という異なるレベルの総合体だといわれている
（ibid.，p.２２２）。あるいは，社会的に意味ある行為，
すなわち制度は，あらかじめ存在する意味の類型の
１つの表れとして存在するのであり，これらは行為
それ自体に先行して存在すると理解されるものであ
って，行為そのものからは構成されていないという
（ibid.，p.２４２）。そして，ある制度の存在を巡っては，
それに対する人々の「共同主観性」の成立をもって
根拠づけることが，出来ないという立場を採る
（ibid.，pp.２４７-２５４）。そのことは，ある制度の解釈
を巡って，観察者と当事者との間での解釈の違い，
ならびに，制度内部でのアクター同士での解釈の違
いの２つがあることを繰り返し論じていることから
も確認できる（e.g.，ibid.，pp.１９７-２２０，１４１-１６９）。
　また，制度に関する上述の（１）～（３）の詳細を
見ると，例えば，（１）の意味の体系では，「『意味』
は，決して明確に十分に特定化されたものではなく，
常に究極的には不確定で未決定」であり，それが
「一義的に確定されてはいない」ことを論じている
（ibid.，pp.２２２-２２３）。
　続いて，（２）行為の体系では，特に，アクターが
制度を担うこととして，換言すると，制度の下での
アクターの行動として，（a）制度を実践する行為，
（b）制度を利用する行為，（c）制度を抽象表現する
行為，（d）制度に従う行為，（e）制度に言及する行
為，（f）制度を確認する行為，（g）制度を防衛する
行為，（h）制度を創出する行為の８つがあることを

指摘した上で，特に，（a）～（d）の４つの行為を検
討している（ibid.，pp.２２６-２３２）。
　まず（a）制度を実践する行為では，制度に従う行
為との違いとして，前者が，制度に従った行動を実
践することによって，「制度の『意味』を経験的実在
に現実化している」行為であり，「明白にはそうし
たものとして意識していない行為が，実際において
ある制度を実践している」様な行為だと述べられて
いる（ibid.，p.２２８）。また，（b）制度を利用する行
為とは，生産や消費の行動あるいは，政府や地方公
共団体が提供する諸サービスや助成を指す。あるい
は，この行為は，「何かの規則的規範に従うことに
よって生じるのではなく，人々の自発的行為」でも
ある（ibid.，p.２２９）。次いで，（c）制度を抽象表現す
る行為としては，「典型的には儀式に代表される」
といい，具体的な事例として，大学生の卒業式が挙
げられている（ibid.，p.２２９-２３０）。そして，（d）制度
に従う行為としては，（ア）規則的規範に従うこと，
（イ）手続き的ルールに従うこと，の２種類がある
という。また，これら（ア）と（イ）との違いは，
「規則的規範とは，行為がとるべきありかたを『当
為（……すべし）』や『禁止（……すべからず）』の
形で定められている規範であり，直接的に人々のふ
るまいを規制する」ものであり（ibid.，p.２３０），それ
に対して，手続き的ルールとは，「制度的な『意味』
が，いかなる現実の諸行為の経過によって現実化す
るかを定めている」ものであるということにある
（ibid.，p.２３１）。加えて，この手続き的ルールの諸行
為には，「諸個人の『意思』が当該の制度的な『意
味』の現実化に向けて『協働』している」という意
味があるという（ibid.，p.２３２）。
　また，（３）のモノの体系として，（a）制度に利用
されるモノ，（b）制度を抽象表現するモノ，（c）制
度を記述している文や記号，そして（d）制度の産
物としてのモノ，以上の４種類が挙げられている
（ibid.，p.２３３）。それゆえ，これらについて，もう少
し丁寧に見ると，（a）の制度に利用されるモノの事
例として，例えば，生活用具や住居空間を共有して
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営まれる家族が，（b）の制度を抽象表現するモノの
事例として，神殿や教会という建物が「神」に対し
て，シニフィアンとして作用することが，それぞれ
述べられている（ibid.，pp.２３３-２３４）。また，（c）の
制度を記述している文や記号を巡っては，古代の最
初に文字化された法を取り上げ，それを，「『何が制
度であるか』を明示し，それに関する人々の了解を
共同化する意図及び結果があったことは疑いない」
ものとして説明している（ibid.，pp.２３４-２３５）。その
一方で，（d）制度の産物としてのモノとして，そう
した文書そのものが制度であるのではなく，そうし
た文書にサインする「関係者の意志的行為を伴うも
のであり，それゆえそれは『合意』という理念的存
在を行為において検証」したものだとされている
（ibid.，p.２３６）。
　以上が，盛山が考える「制度」の核心的な特徴で
ある。ただ，こうした項目ごとに，経済学における
制度アプローチを再検討していくと，議論が煩雑に
なってしまうため，ここで，彼の議論で重要だと思
われる内容を，あらかじめ，整理しておきたい。
　まず，第１に，彼は，制度が，既に理念的に存在
するモノであってその存在を「共同主観性」を前提
としたものではないとみなしている点である。これ
は，具体的には，制度を担う行為として，無意識に
実践していることもまた，何らかの制度の実践的な
行為とみなしていることや，儀礼といった象徴的な
行為もまた制度の下での行為と想定していることか
ら確認できる。あるいは，制度の観察者と当事者，
そして当事者間における制度理解の違いが見られる
という一連の検証からも肯定される。
　また，第２に，前述の第１点目に関わって，制度
の下でのアクターの行為は，制度によって制約を受
けた行為と共に，制度の下でのアクターの自発的な
行為も含まれるということである。そして，これは，
アクター間での合意，一致が見られる場合を否定す
るものではないものの，ある制度の下では，いくつ
かの種類の行為が併存しうるということである。

Ⅰ．２　２つの論点から見た経済学における制度諸
アプローチの再検討

　それでは，前節で整理した２つの論点それぞれに
関わる，経済学における制度諸アプローチの議論を，
特にアクターの行為に焦点を当てつつ，確認する。
　まず，前節でまとめた第１点目については，議論
をより明確にするために，①制度の存在条件として，
共同主観性が前提とされているかということ，なら
びに，②実践を通じた制度の現実化に貢献する様な，
儀礼の様な文化的な行為や，無意識的な行為といっ
た多様な行為が想定されているのかということ，の
２つの細目によって検証していく。
　①制度の存在条件としての共同主観性問題：これ
は，新制度学派や比較制度分析の場合には，「はじ
めに」で述べた様に，分析方法として，ある制度な
いし，あるシステムの状態を（複数）の均衡点で表
わす（新制度学派），進化ゲームの複数解（比較制度
分析）という，ミクロ経済分析の流れを汲む数理的
手法を分析ツールとして基本的に取っていることも
あって，重要な意味を持つ。まず，新制度学派で言
えば，特にO. E. Williamsonの場合，その議論の初
期には，「機会主義的」なアクターが「利潤の最大
化」という共通目的を持って，組織，制度を創りあ
げていくという議論をかつて展開していた（e.g.，
Williamson，１９７５，p.２６，邦訳p.４４）。あるいは，D. 
C. Northは，その方法論的基礎を認知科学に求め，
アクターの行動を，「Shared Mental Model」として
説明することで，アクター間で，認知レベルで，共
有された信念が見られることを前提に議論を進める
（North and Denzau，１９９４；North，２００５，pp.２３-３７）。
また，比較制度分析の場合には，Northの議論を援
用し，あるゲームのフィールドにおいては，アクタ
ー間で「認知的均衡」が見られることやアクター間
で「共有された予想」が見られることを論じる
（Aoki，２００１，pp.２３５-２４０，邦訳pp.２５６-２６１）。その
一方で，レギュラシオン学派や現代制度学派の場合
には，制度が，個々のアクターの認識とは関わりな
く，存在するモノとして議論する。レギュラシオン
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学派の場合には，５つの制度諸形態がシステム全体
で上手く機能するためには，アクター間でのコンフ
リクトを内在化した，例えば，労働者と経営者との
間での「妥協」が必要であることを強調する（e.g.，
Boyer，１９８６，p.５４，邦訳p.８７）。あるいは，現代制
度学派は，制度がアクターに先駆けて，先験的に存
在することを主張し，かつてのWilliamsonの議論が
鶏と卵のどちらが先かという無限退行問題に陥ると
批判してきた（Hodgson，１９８８）。
　②ある制度を現実化する様な実践的な行為の多様
性：新制度学派や比較制度分析の場合もまた，儀礼
や文化的な行為，あるいは慣習のような行為も含ま
れるという認識は見られる。しかしながら，それら
行為に対する意味づけや，それらの説明ロジックに
ついては，注意を払う必要性もある。例えば，新制
度学派のD. C. Northのロジックによると，そうし
た文化的な行為や社会慣習の様な行動は，フォーマ
ルな制度を基礎づけるための役割を担うものの，そ
れら自体が明示的な分析対象にはならない（North，
１９９０；江口，２００９）。あるいは，比較制度分析の場
合には，システムを構成する複数あるゲームフィー
ルドの１つとして，アクターの行動を記述するため
の，変数の１つとして，分析に組み込んでいる
（Aoki，２００２；Okuno-Fujiwara，２００２；奥野，２００２）。
つまり，端的に言えば，これらアプローチは，自身
の分析の中に，儀礼の様な行為や社会慣習の様な行
為を組み込んではいるものの，それら自体は分析対
象ではない，ということである。
　その一方で，この細目に対して，最も明確な回答
を与えているアプローチは，現代制度学派である。
G. M. Hodgsonは，無意識的行為としての「習慣」
が制度の形成と維持に重要な意味を持っていること
を繰り返し論じている（e.g.，Hodgson, Samuels 
and Tool，１９９４，p.３０３；Hodgson，２００１，p.２９１）。
そして，レギュラシオン学派の場合，その主たる分
析対象がマクロ経済の規則性という主題でアプロー
チを開始したがために（e.g.，Aglietta，１９７４），アク
ターの行為が重要な意味を持つ状況，説明を要する

場合は，そうした既存の制度が機能しない場合に限
られるものの，その際の行動原理の１つとして，P. 
Bourdieuの「ハビトゥス」が援用される５）（e.g.，
Boyer，２００３）。
　以上の様に，前節の第１の論点を明確にすべく設
定した，これら２つの細目を巡っては，経済学にお
ける諸アプローチを検証した場合，新制度学派や比
較制度分析よりも，相対的に現代制度学派やレギュ
ラシオン学派のアプローチの方が，盛山の議論と親
和的であることを確認できる。
　それでは続いて，前節の第２の論点，すなわち，
制度の下での，アクターの自発的な行為や複数の行
動パターンが仮定されているのかという論点につい
ても，③制度の下でのアクターの自発的な行為の想
定，④制度の下での複数の行動パターンの想定とい
う２つの細目に分けて，検討してみる。
　③制度の下でのアクターの自発的な行為の想定：
新制度学派の場合には，基本的に，アクターが限定
合理的であるという前提の下で，かつ自己利益の最
大化を目指して，制度を創るという考え方を採用し
ている。また，比較制度分析では，アクター間での
「合意」やアクター間での行動が共通化するに至る
過程において，アクター間での模倣や学習が重要な
意味を持つことが指摘されている（e.g.，青木，
１９９５；Aoki，２００２）。また，現代制度学派の「慣習」
は，各自の学習能力や受け取る情報量の差や，それ
らを通じた，新たなルールの「創発」や「イノヴェ
ーション」といった内容を巻き込んでいる。あるい
は，レギュラシオン学派で援用されるハビトゥスは，
先に見た，盛山が指摘する（d）制度に従う行為の
うちの２種類の行為，すなわち，（ア）規則的規範に
従うこと，（イ）手続き的ルールに従うこと，の２種
類併せ持ってもいる。これら２つのアプローチの行
為論の詳細については，次章で改めて検討する。
　④制度の下での複数の行動パターンの想定：新制
度学派や比較制度分析では，「合意」ないし，アクタ
ー間で行為が収斂していく過程において，行動パタ
ーンの多様性を認めるが，一端，それがアクター間
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で共有された状態，ルール化された状態を制度と同
義な状態とみなしているため，ある特定の制度の下
で，他のアクターと異なる行動は，逸脱や例外とみ
なされるか（新制度学派），その制度が，崩壊し変化
する過程に入ることを意味する（比較制度分析）。
換言すると，これらのアプローチでは，制度の下で
は，何らかの形で，平等であるか同等の行為を取る
ことが，可能であると見なされている。こうした理
解に対して，レギュラシオン学派は，制度がアクタ
ーの行動に与える影響を，「規格化」という概念に
よって説明している。これは，主体に対して「社会
的に区分けし，場所を定め，諸個人にさまざまな機
能に割り振り，集団を階層化し，さまざまな役割を
与えること」を意味する。そして，今日の経済主体
間での社会的な競争は，「制度化」された妥協によ
って規格化されていると論じられている（Aglietta 
and Brender，１９８４，pp.１３，７６，邦訳pp.２７，９５）。あ
るいは，現代制度学派は，ある制度の下でも，アク
ター間で複数の行動パターンが共存しうることを，
前項目に挙げたイノヴェーション等を想定している
ことから類推できる。
　以上の様な，第２の論点を巡る２つの細目の検証
からは，新制度学派や比較制度分析によっても部分
的ないし，その一部が説明されていること，ならび
に，これら２つアプローチの説明と，レギュラシオ
ン学派や現代制度学派の説明を比較した場合，相対
的に見て，後者のアプローチのグループの方が，有
益な回答を持っている可能性が高いこと，以上の２
つを確認できる。

Ⅰ．３　小括：若干の補足
　本章では，社会学における盛山の制度とその下で
のアクターの行動理解を取り上げた上で，これと，
経済学における制度諸アプローチの説明を比較・検
証してきた。
　そして，本章での一連の検討結果を踏まえて言え
ば，まず，第１に，大きく言えば，経済学における
制度諸アプローチは，制度の下でのアクターの行為

の多様性を巡って，社会学における制度論ほどの精
緻な説明を準備していないということである。
　なぜなら，恐らくディスプリンの性質上，経済学
は，基本的に，システム全体としての資源配分状況
や経済成長を主題とし，アクターの多様な行為の中
でも特に，経済的な活動に限定しているからであり，
盛山の言葉に即して言えば，「制度を利用する行動」
にのみ焦点を当てているからである。加えて，経済
学それ自体の歴史を遡れば解ることであるが，そも
そも，経済学は，１７世紀のフランスで，統治者がい
かに国全体を治めるのかという統治論の１つとして，
「物質的な富を増大させることを目的に国家の資源
を管理する技術，あるいは実践的な学問」としての，
economie politiqueとして，始まったということと
無縁ではない（長尾・長岡（編監訳），p.２８６）。ある
いは，経済学者として最も著名な，Adam Smithも
また，１８世紀のスコットランドの政治学・法学者で
あり，彼の有名な『諸国民の富』もまた，「富の増加
を目指す政策とその原理を研究するための一種の政
策技術，あるいは政策科学」としての目的をもった
ものだった（ibid.，p.２８７）。つまり，現代において
こそ，検討対象の１つとされるものの，少なくとも，
２０世紀に福祉国家論が大々的に展開するまでは，例
えば，国民の個々人や特定の階層に対してどの様な
政策を提供することが望ましいか，といった主題は，
経済学の長い歴史において主要なものではなかった
し，まして，システムの中の微細な個々人の経済状
況を，明示的に取り上げる必然性も，為政者や政策
担当者にはなかったということである。これは，経
済学における，代表的なミクロ経済分析が，議論の
初めにおいて，個々人や企業の行動を述べつつも，
最終的には，経済システムの状況を析出することに
その意義を置くことからも，そうしたシステム分析
重視の態度は，依然として変わっていないことを理
解できる。
　しかし，そうであったとしても，執筆者としては，
第２に，今日の経済学の制度諸アプローチの中には，
具体的に言えば，レギュラシオン学派や現代制度学
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派と言ったアプローチには，社会学の制度論とも対
話しうる説明も見いだせるということに注目したい。
ただし，既に述べた様に，レギュラシオン学派の場
合には，システム全体での経済状況が悪化し，既存
の制度が不全に陥った場合という条件がつく。
　そして，第３に，例えば，社会学における制度論
との対話といった学際的な検討を積極的に進めよう
とするなら，それは，本稿での議論を超えることで
あるものの，例えば，経済アプローチとして，究極
的には，制度の経済アプローチがシステム論を放棄
し，局所論へと転換する可能性も否定できないとい
うことである。ただし，そのことによって，これま
での既存の経済アプローチにとっては，説明が困難
であった新たな主題とその分析への扉を開くという
メリットを見出す可能性もある。あるいは，それに
よって，最終的に，既存アプローチ自体の理論的な
深化へと結実するのかも知れない。
　以上の３つの内容を踏まえた上で，本稿では，制
度の下で，特に，アクターの多様性・異質性がどの
様に説明されうるのかということに問題に集中し，
まず，次章では，現代制度学派の「習慣」とレギュ
ラシオン学派で援用される「ハビトゥス」について，
より精緻な理解を試みる。そして，続く第Ⅲ章では，
これまでの議論を踏まえた上で，制度の下でのアク
ターの多様な行動パターンを説明するためのロジッ
クを整理しつつ，試論することとしたい。

Ⅱ．行動原理としての「習慣」と「ハビトゥス」

　本章では，まず，現代制度学派が行動原理として
想定する「習慣」と，レギュラシオン学派が，特に，
ある制度の変化や構造変化が生じる場合のアクター
の行動原理の１つとして援用する「ハビトゥス」を
取り上げ，最終的に，これらの行動原理によって，
制度の下でのアクターの行動パターンの複数性や，
アクター間での多様性が説明出来るのかを検討する。

Ⅱ．１　現代制度学派における「習慣」
　現代制度学派の代表的論者であるG. M. Hodgson
は，１９８０年代以降の認知科学における経験的成果を，
自身の方法論的な基礎としてを援用することで，例
えば，一般的なミクロ経済分析で想定されている，
アクターの行動を最大化原理によって扱う手法は，
人間行動を理解する上で，極端な１部分のみを説明
する手法であり，それによって捉えられない大半の
アクターの行動を説明することに失敗していると批
判する（e.g.，Hodgson，１９８８，pp.７３-１１６，訳pp.７８-
１２３）。そして，この具体的な代替案として，「膨大
で複雑な情報を伴う包括的な合理的計算を行うこと
なく，行動パターンを維持する手段」たる習慣やル
ーティンに依存した行動を，「心理的機能としての
習慣」に基づく行動として理解する案が，提起され
ている（e.g.，Hodgson, Samuels and Tool，１９９４，
p.３０３；Hodgson，２００７，pp.１０６-１０７）。
　この「心理的機能としての習慣」に基づく行動仮
説の核心は，次の３点にある。まず，第１には，ア
クターの思考・判断に必要とされる情報や知識は，
文化的なものや「社会的に形成されたサインあるい
は手段，思考の習慣を含む社会的で制度的なもの」
を含んでおり，純粋に個人的なものではない要素を
含んでいるため（ibid.，p.５９），制度によってアクタ
ーの行動の枠組みが与えられると想定されている点
である。また，この意味において，制度が，アクタ
ーに対して先行する先験的なモノであり，実在のモ
ノとして想定されていることも確認される。
　続いて，第２に，習慣を意味する具体的な行動と
して，（a）ある制度の下で通時的に反復される行動
を意味する習慣的な行動，（b）アクター同士での関
係性によって特定されるルーティン化された行動，
（c）各人の思考に応じた個人的な選択に基づく様な
熟慮を重ねた行動，これら３つのタイプが想定され
ている。このことから，簡潔に言えば，アクターは，
完全に，常時，構造に規定された行動を取る訳では
ないし，自らの自発的な行動と選択もまた取りうる
ことを把握できる。
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　そして，第３には，特に重要なこととして，各ア
クターの行動を基礎づける「心理的機能としての習
慣」は，学習や個人的な経験を経て固有に獲得され
ていくものであり，ある制度の下でパターン化され
る習慣行動と区別されるものである点である
（Hodgson，２００７，p.１０７）。加えて，習慣行動は，例
えば，「悪」習慣という言葉がある様に，通常，合理
的な行動や自己利益に適った最大化原理に基づいて
説明されうる行動を指さない。
　以上の様な核心を持つ行動仮説によって基礎づけ
られるアクターは，「社会的で文化化（encultured）
された個人」（Hodgson (ed.)，２００２，p.XXII）と定義
されている。さらに，アクターは，自己の「心理的
機能としての習慣」を獲得する上で，他のアクター
と学習やコミュニケーションを必要としており，こ
こに他者との関係が必然的に生じる。ただし，この
アクターの関係性は，必ずしも，目的を共有する集
団や協調的な関係を意味しないし，同じ行動を選択
し共有出来る同質的なアクターが想定されている訳
でもない。なぜなら，アクター間で，社会的な位置
の違いや社会的に規定された役割の交替，そして，
コミュニケーションを行う上での各人が保有する情
報量の違いなどが想定されているからである（e.g.，
Hodgson，１９９９，pp.１８９-２０３，邦訳pp.２３８-２５２，２００７，
p.９９）。そして，制度それ自体は，「継続する思考と
行動の習慣の生産と再生産とを通じて，部分的に人
間行動の社会的結合と形態を課すもの」と理解され
てもいる（Hodgson，１９９８，p.１８０）。

Ⅱ．２　レギュラシオン学派で援用される「ハビト
ゥス」

　レギュラシオン学派を代表するR. Boyerは，社会
学のP. Bourdieuの「ハビトゥス」との親和性につ
いて，分析レベルやその強調点を異にするものの
「親戚関係」にあるという。具体的には，第１に，構
造変化をミクロレベルで理解する上で有益であるこ
とが，さらに第２に，一般均衡理論にみられるよう
な主体に対置する主体像を基礎づける上で有力な概

念であることをそれぞれ指摘している（Boyer，
２００３，pp.７７-７８；２００４，p.７，p.１７１）。
　その上で，ハビトゥスそれ自体について取り上げ
ると，それは，以下のような特徴を持っている。第
１に，ハビトゥスは，「構造化する構造，つまり習慣
行動および習慣行動の知覚を組織する構造であると
同時に，構造化された構造」であり，主体の行動を
基礎づけ規則づけるものである（Bourdieu，１９７９，
p.１９１，邦訳p.２６３）。
　ただし第２に，ハビトゥスは，ある構造に対する
主体の自動的，機械的な反応を意味しない。それは，
「生成的自発性」として，ある規定を前提としつつ
も，その下で発揮される主体自身の主体的・自発的
な選択を含んでいる（Bourdieu，１９８７，p.９６，邦訳
p.１２６）。なぜなら，ハビトゥス自体が主体の経験を
通じて次第に書き換えられ修正されていくからであ
る（石井，１９９３，pp.１３９，１４４）。また，主体の行動に
対する規定と，それに従った主体の行動とは区別さ
れるからである（Bourdieu，１９８０，pp.１３７-３８，邦訳
pp.１３１-３２；１９８７，p.８１，邦訳p.１０５）。例えば，チェ
スを行う時，２人の主体は，ゲームの規則（règle）
たるチェスのルールに拘束される。その一方で，ゲ
ームで相手に勝つという「戦略」に基づく主体の行
動は，ルールに従ってプレーする点で規則正しい
（régulier）行動であっても，いつどの駒を使うかと
いう点で規則化（régulation）された行動でない。
換言すると，プレーは，ルールを双方が理解してい
るという前提の下で，主体のルールを熟知，内面化
している程度に応じた自発的な判断，すなわち主体
の「ゲームの感覚」に基づいて展開されるものであ
り，事前に確定されていない。
　第３に，ハビトゥスは，主体の行動や立場にみら
れる共通性と異質性を説明する。例えば，主体間で
の上流，中流，下流といった社会階級の相違は，階
級間での音楽や食べ物の趣味や嗜好の違いに基づく
行動の違いに，また，文化資本や社会資本に対する
アクセスの仕方の違いにそれぞれ結びつく。その一
方で，同じ階級内では，主体の行動に共通性が確認
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される（Bourdieu，１９７９，pp.１８９-２４８，邦訳pp.２６０-
３４３）。そして，この時の社会的な位置の相違に基づ
く主体間での相互作用は，権力の相違に基づく支配
者─被支配者といった形を伴うものとして論じられ
ている。
　第４に，ハビトゥス自体が，ある社会的構造の変
化を契機として，それに対応する主体の行動次第で
変化や分化を遂げることである。例えば，アルジェ
リアに資本主義に基づく諸制度が導入された時，そ
れまで農民間で共有されてきた農村共同体的なハビ
トゥスは，新たな諸制度と適合しなくなった。この
時，農民は，新たな諸制度に適応するハビトゥスを
獲得し社会的な地位を維持しえた者と，それを獲得
しえずに社会的に没落していく者とに分かれたとい
う（Bourdieu，１９７７，pp.４５-６５，邦訳pp.６０-８７）。

Ⅱ．３　小括
　習慣とハビトゥスの間には，制度の下でのアクタ
ーの行動を理解する上で，以下の共通点を見出すこ
とが可能である。
　第１に，両概念は，主体間でみられる行動の共通
性の程度や新たな行動の生成によって制度の維持や
再生産に影響が及ぶプロセスを説明する点である。
例えば，（a）各アクターの自発的・創造的な選択
（習慣）やアクターの自身の判断や自発的な対応
（ハビトゥス）や，（b）全ての行動が，事前に確定さ
れてはいないこと（両概念）が想定されている。
　また，第２には，前述第１の内容が，制度を前提
とした主体間での学習やコミュニケーションを通じ
て展開すると考えられている点である。そして，そ
れらの展開が制度を前提としつつも，アクター間で
異なる位置や関係性を巻き込んで展開するものとし
て論じられていることである。具体的に言うと，情
報や知識の獲得に関わる主体同士の関係性やそれぞ
れの位置の違い（習慣）や時として権力を伴う社会
的文化的な関係や立場における主体同士の違い（ハ
ビトゥス）などが指摘されている。
　両概念は，これら２点での共通点に加えて，親和

的な関係にあることも付け加えておくことが出来る。
例えば，現代制度学派は，ハビトゥスもまた習慣に
近い概念的な役割を果たしていることを認めている
（Hodgson，２００１a，p.２９３）。
　ただし，両概念の間には相違もまた見られる。第
１には，アクター間での行動の相違を，一方は情報
や知識（習慣）という観点から，他方は権力や社会
的な地位（ハビトゥス）という観点から論じるとい
う，分析視角の違いである。第２に，アクターの行
動にみられる自発性や主体性の程度に関して，習慣
は，ハビトゥスと比べて相対的にそれを大きく重視
していることである。
　そして，以上の検討結果を踏まえると，第１章に
おいて取り上げた，盛山が指摘する制度の下でのア
クターの行動としての，（a）制度を実践する行為に
ついて，両概念は，精緻な説明を与える。また，
（d）制度に従う行為が，単に制度に従うのみならず，
アクター自身の主体性や意志にも関わる選択を巻き
込んでいることが解る。あるいは，（c）制度を抽象
表現する行為は，例えば，現代制度学派における習
慣が，社会的結合にも関わっていると説明している
点からも理解できる。そして，特に議論しなかった
が（b）制度を利用する行為は，レギュラシオン学
派と現代制度学派が共に，経済行動を分析している
点において，ほぼ自明なことである。

Ⅲ．制度の下でのアクターの多様な行動パター
ンとその説明ロジック

　本章では，これまでの検討結果を用いつつ，制度
の下で，アクターの行動パターンが，複数見られる
ことを理論的なロジックとして試論し，これによっ
て，どういった新たな検討対象と課題が生じるのか
を確認する。

Ⅲ．１　アクターに対する前提条件：アクター間で
の持続的な異質性を巡って

　これまで，個々のアクターがどういった前提条件
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に置かれているのかということについては，論じて
いない。それゆえ，若干の補足をここで，与えてお
く必要性があるだろう。
　周知の様に，経済学の初歩的な教科書においては，
一般的に，個々人の選好それ自体は主観的なもので
あって，それ自体が問われることはない。その一方
で，自己利益の最大化を追求するという行動パター
ンは，全ての者が等しく営むと想定されており，そ
の判断は合理性という基準によって担保される。例
えば，新制度学派では，アクターは，基本的に「限
定合理的」だと９０年代まで，想定されてきた。これ
は，完全な合理性を実現することは，計算能力や未
来への予知といった点でアクターは限界も有してい
るがために，サブ・オプティマルな行動を採るとい
う意味である。ただ，近年では，行動経済学や神経
経済学の展開によって，非合理な行動パターンが経
験的に積み重ねられているため，この合理性を基準
としてアクターの行動を論じることの意味が，規範
論としてはともかく，少なくても現実的な分析にお
いては問われてきてもいる（江口，２０１０）。
　あるいは，比較制度分析は，進化ゲームを分析ツ
ールとして，ゲームのプレーヤーの利得構造や行動
様式をあらかじめ設定した上で，個人（プレーヤ
ー）から説明を始める点，ならびにゲームの結果を
複数均衡として表す点では，現代制度学派によって
批判されているゲーム理論的な手法と同種の手法で
ある。その一方で，進化ゲームは，以下の２点にお
いて，ゲーム理論と異なる手法でもある（e.g.，佐
伯・亀田，２００２）。これは，第１に，通常のゲーム理
論においてはプレーヤーの選好が想定されるのに対
して，進化ゲームにおいてはプレーヤーの行動の形
式として読み替えられている点である。第２に，ゲ
ームによって導出される複数均衡が，通常のゲーム
理論では，最適化ないし，準最適化という視点から
解釈されるのに対し，進化ゲームで，通時的な「適
応」や「淘汰」という視点から解釈される点である。
つまり，進化ゲーム理論においては，ゲーム理論に
おけるプレーヤーと比べて能動的と言えるプレーヤ

ーの間で学習や模倣が繰り広げられることによって，
通時的に均衡の形成のあり方や均衡状態が変化しう
ると考えられている。つまり，ゲームを始める段階
においては，複数の行動パターンが想定可能である
ものの，通時的に，アクター間ある特定の行動パタ
ーンが共有されることになる。
　従って，新制度学派，あるいは比較制度分析は，
これまでにも述べてきた様に，アクター間での行動
の共有性・同一性が重要視されているということで
ある。あるいは，ある１つの制度の下では，アクタ
ー間でその様になっているという理解である。
　これに対して，現代制度学派やレギュラシオン学
派の場合には，主流のミクロ経済分析に対する批判
を前提に置いたアプローチであるが故に，そうした
立場を採らない６）。このことは，前章での検討から
も解る。そして，レギュラシオン学派の場合には，
既に取り上げた，「規格化」や「ハビトゥス」の援用
という観点から，制度の下で，少なくとも社会的に
異なる立場や地位の人々が存在するという前提を置
いていると言える。
　加えて，人間行動を仮説化する上で，経済学の制
度アプローチでは，認知科学における知見・到達点
をその根拠に置くということも，アプローチとして
の１つの特徴である。ただ，この際にも，新制度学
派や比較制度分析は，人間行動メカニズムにおける
共通性の側面を相対的に強調する一方，他方で，現
代制度学派のアプローチでは人間行動にみられる差
異を相対的に強調するという，異なる傾向を少なく
とも確認できる（江口，２０１０）。それゆえに，本来，
こうした，方法論的基礎の妥当性については，認知
科学における成果それ自体を，科学的厳密性の観点
から篩い分けて，論証する必要性があることを付け
加えておきたい。

Ⅲ．２　制度の下でのアクターの持続的な多様性及び
異質性を説明するためのロジック

　それでは，本稿での一連の内容を踏まえつつ，あ
る制度の下でのアクターの行動パターンの多様性や，
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異質なアクターが共時的に存在することを説明する
ためのロジックを試論していく。それは，便宜的に
は，次の図１の様に表わすことも可能である。そし
て，以下では，この図に即して説明していく。
　まず，これまでの検討内容から，ある制度の下で
も，アクター間で世界観や行動が一致しないことを
明示するために，三角，台形，そして六角形という
ことなるアクターa，b，cを想定する。そして，こ
の仮説は，ある制度に対して，①第１章で検討した
様に，アクター間で共同主観性が成立することを前
提とはしないこと，②第２章で検討した様に，「習
慣」や「ハビトゥス」によって説明されるような，
アクター自身による自発的な選択や行動があること，
これら２つの意味を表わしている。加えて，仮に，
比較制度分析や新制度学派が想定するような，個々
のアクターがアクターとしてなんらかの共通ないし
標準的な特徴を持っていても，それを妨げないこと
を意味するべく，アクターa，b，cが，アクターと
しての特徴や行動を表す集合をA（a1，a2…an）と
した場合，それらに条件づけられつつも，自らが新
たな行動を生み出す可能性があることを破線の相互
矢印で示している。また，制度からアクターa，b，

cとそれぞれ結ばれている破線の相互矢印は，③レ
ギュラシオン学派で，想定されるような「規格化」
や，前章での「習慣」や「ハビトゥス」によっても
強調されるように，ある制度の下では，各アクター
への異なる社会的な役割や位置がもたらされること，
④アクター間で異なる世界観や前述③のアクター間
で異なる制度での位置や役割に応じて，制度を利用
し，実践していること，これら２つを意味する。あ
るいは，その時，制度の特徴を表す集合をI（i1，i2
…in）とすると，その一部が各アクターにそれぞれ
与えられていることを示してもいる。
　そして，アクターa，b，cの間には，何らかの関
係性が見られることを想定し，３人のアクターの間
には二重線が引かれている。それは，具体的には，
利害関係でも，搾取の関係でも，協調的な平等な関
係でもありうる。あるいは，アクターcが，アクタ
ーa，bから排除されているといった状態も想定で
きるだろう。ここで，特に重要なことは，そうした
アクター間での関係性は，論理的に言えば，制度の
特徴を表す集合Iとアクターの特徴を表す集合A，
そして各アクター自身の能力や主体性や自発性を，
認知科学や神経経済学の知見によって，仮に経験的
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事例に基づいて客観的にPの集合（p1，p2，…pn）
と表せるならば，A，I，Pいう３つの集合によって，
記述される，ということである。
　つまり，アクター間での関係性こそが，少なくと
もA∧I，あるいはA∧I∧Pで表わされるのであっ
て，制度の下でのアクターの行動の多様性やアクタ
ー間での異質性を論じる上では，重要な結節点にな
るということである。つまり，制度とアクターとの
関係性を精緻に理解しようとするのであれば，我々
は，アクター間での関係性を検討対象として，明示
的に取り扱うべきであるという結論を析出すること
になる。それゆえ，本稿では，これを取り扱うこと
を意図して，制度とアクターとの間に，仮説的な場
を設けることをまずは，提案したい。

Ⅲ．３　小括
　まず，本章で試みた，アクター間での関係性に注
目したロジックを提供することを，制度の経済アプ
ローチの文脈に照らした形で述べると，それは，例
えば，制度変化の需要は説明されてもその供給を規
定する要因や変数を独立したものとして認識してい
ない（原，１９９９，pp.３０-３１）という，主に，新制度
学派や比較制度分析に向けられる，アクターの行為
論の延長で制度を論じることへの批判や，新制度学
派が，制度が必要とする理由・根拠として挙げる，
市場を利用する上での「取引費用」自体の直接的な
測定は不可能にも関わらず，取引費用の節約に応じ
た組織選択を論じることは同義反復的な表明である
という指摘（宮本，１９９１，p.２１）に答えつつ，ある制
度が維持する中で，その変化につながりうる異なる
ロジックを明示するという意味を持ちうる。
　加えて，本章での試論は，習慣やハビトゥスを用
いる，現代制度学派やレギュラシオン学派のみなら
ず，比較制度分析や新制度学派の説明もまた巻き込
んでいるということも，確認しておきたい。本稿で
のロジックにおいて，それら学派の説明は，制度の
下で，アクター同士で，同一の行動パターンを取っ
ている状態，あるいは，制度の下で全てのアクター

がそれを実現できる状態を述べているものとして理
解可能である。あるいは，制度を巡って，共同主観
性が偶然みられる状態を示しているとも理解できる。
　しかしながら，そうした説明は，現代制度学派や
レギュラシオン学派の説明と比べた場合，あるいは，
社会学における盛山の議論を踏まえて考えた場合，
極めて稀なケースを述べている例としても見なされ
るだろう。

Ⅳ．分析の方向性と課題

　本章では，アクター間の関係性を明示的な分析対
象として据えることで，制度の経済アプローチにと
って，いかなる新たな研究主題が，浮かびあがって
くるのかを簡単に敷衍した上で，本稿で論じられな
かった課題について述べ，本稿の議論を終えたい。

Ⅳ．１　制度の下でのアクターの関係性とA. Senの
アプローチとの対話の可能性

　前章において，本稿は，制度の下でのアクター間
での関係性を説明するためのロジックとして，制度
の特徴を表す集合をI（i1，i2…in）と表現した。そ
して，もし，この時，Iに含まれるi1，i2といった
各変数が，序数的にi1＞i2＞i3というような形で，
何らかのある制度の下でのアクターの権利や役割に
優劣をつけて決められると仮定すると，誰が最も優
れたi1を受け取るのかということや，あるいは，逆
に，ある制度に属していてもその恩恵を受けられな
い者がいることや，排除されている者の存在を記述
することができるだろう。こうした場合には，それ
は，具体的な，アクター間での利害関係や権力関係
になりうる。あるいは，基数的に，i1＝i2＝i3と定
められるのであれば，それは，全てのアクターが等
しく同じ権利や役割を担っているという，新制度学
派や比較制度分析が想定する様な世界を記述するこ
とを意味する。
　こうした，制度のアクターに対する社会秩序とし
ての役割については，経済学の制度アプローチ内部

立命館産業社会論集（第５０巻第１号）108



で殆ど論じられないものの，潜在能力アプローチで，
有名なA. Senは，例えば，「われわれの機会と展望
は，どのような制度が存在しどの様に機能するかに
決定的に左右される」と言った形で，潜在能力の改
善における制度の重要な役割を指摘している（e.g.，
Sen，１９９９，p.１４２，邦訳p.１６１）。
　そして，このA. Senのアプローチと経済学におけ
る制度分析との融合可能性については，元々，制度
の経済アプローチ内部ではなく，途上国の経済分析
を対象とする開発経済学の絵所秀紀（１９９７）によっ
て，示唆されたものの，少なくとも我が国の制度の
経済アプローチでは，これまで，取り上げられてい
ない。
　それゆえ，この内容の詳細は，別の機会に改めて
精緻に検討する必要性があるものの，アイディアの
レベルで言えば，A. Senの潜在能力アプローチは，
少なくとも次の２点を経済学の制度諸アプローチに
対して示唆を与えていると考えられる。
　第１に，潜在能力アプローチの基本的な分析の立
脚点が，個々の主体の選好や行動形式に置かれてお
らず，他者との関係性の中での主体に置かれている
点である。加えて，Senによる一連の分析手法に関
しては，例えば，鈴村（１９９８，pp.２００-２０１）や後藤・
鈴村（２００２，pp.１３６-１３８）によって，Senの主張が厚
生経済学の文脈において例外としてみなされる内容
であるものの，現状において，彼の指摘を例えば，
「進化論的ゲーム理論」といった形式的な数式やモ
デルによっては，論理的に説明出来ないことが認め
られている。換言すると，新制度学派や比較制度分
析のアプローチが，直ちにSenのアプローチを取り
込める状況にあるとは言い難い。
　その一方で，例えば，絵所・山崎（１９９８，p.６９）に
よって，Senの発想を生かした方法が「国，地域，
社会階層，性差それぞれのレベルで，どのような潜
在能力が欠如しているのかを歴史学的・社会学的な
観点から具体的に分析することにあり，その原因は
どこにあるのかを探求することにある」と指摘され
ていることを踏まえると，Senのアプローチと習慣

やハビトゥスといった概念に基づくアクターの行為
論との間には，社会的・文化的要因を重視するとい
う立場や視点において，少なくとも接点を持ちうる。
　そして，第２に，アクター同士での関係性や制度
が，アクター同士での貧困状態に，より広義に解釈
するとアクター間での経済格差の状態に影響を与え
うるとSenによって考えられている点である。これ
は，経済学の制度諸アプローチでは，十分に検討さ
れていないか想定されていないような，１つの新た
な研究主題である。

Ⅳ．２　社会的・文化的なものの中に潜む経済的な
要因の実証分析

　本稿では，アクター間での相違・異質性を論じる
ための仮設的な場を設けることを提起した。
　そして，この前提条件としては，繰り返し述べて
いる様に，習慣やハビトゥスによる行動分析は，大
きく言って，アクター同士での行動の相違とアクタ
ーの関係性を強調する点，ならびにそれらを必ずし
も，合理性や制度の下でのアクターの行動の同一性
といった形で，理解し得ないものとして把握する点，
これら２点に特徴を持つ。また，アクター間での関
係性に焦点を当てた，そうした仮説的な場において
は，社会的・文化的な要因に基づくアクター同士の
関係性やネットワークを分析の対象として特に中心
的に扱うことが想定される。例えば，血縁関係に基
づく財閥の存在やネットワーク，二者関係，民族や
部族，カースト，そして異教信徒といった形で捉え
られるようなアクター同士での結びつきや，それら
の関係性の中で生じるアクター同士で異なる行動を
同時的に把握するということである。加えて，この
時，そうしたアクター同士の関係性や，その中での
アクター間で異なる行動は，直接的に文化や社会的
な規範といった要素に関わるため，経済的な効率性
というような相対的な形での評価が出来ないか，そ
うすべきでものではないだろう。
　例えば，タイにおける９０年代のアジア経済危機へ
の対応とその後の対策は，旧来の血縁関係に基づく
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財閥の存在に依存した形で行われたために，先進諸
国におけるシステムと比べると不十分な形での変更
に終わったことが指摘されている（e.g.，末廣，２００２，
pp.３１３-３６９）。また，アフリカ諸国や現在のイラク
といった国家機能が直ぐに転覆するか，既にしてい
る状況の下では，宗教的，文化的な民族や部族間で
時として暴力を伴う対立と指導者間での話し合いに
よる協調が繰り返されており，アクター同士での意
見をまとめていくような経済的・政治的な形式的な
システムの構築事態が困難である。
　つまり，これらの例から考えられることは，制度
によって，アクターの行動を制約し，特定の行動を
規範化しえない状況では，その他の社会的・文化的
な要因に基づくアクター同士の関係性やネットワー
クが，フォーマルな合意形成を可能とするような形
式的なシステムや制度を代替・補完する役割や，そ
れらのシステムが将来的にどのように形成するのか
という条件を持っているということである。より明
確に言えば，それは，例えば，従来は儀礼や文化的
行為，あるいは社会慣習として見なされていたモノ
の中にも，経済学が対象とする金銭に関わる行動が
ないかを検証することで，新制度学派の D. C. 
Northの分類でいう所の文化や社会慣習を意味する
「インフォーマルな制度」それ自体を，分析対象に
据えるという研究の方向性である。

Ⅳ．３　残される課題
　以上の様な議論から，制度の下でのアクターの関
係性やアクターの様々な行為に着目することで，少
なくとも，いくつかのこれまで，経済学の制度アプ
ローチにとっては，新たな研究主題に取り組む可能
性を確認することが出来る。そして，最後に，本稿
では十分に検討していない論点，あるいは残されて
いる課題として，２点を取り上げておきたい。
　まず，第１に，仮に，制度の下で，アクターの行
動パターンが多様であることや，アクターの関係性
が重要な意味を持つことを前提に場合，それが，経
済システム全体において，いかなる意味を持つのか

という点である。これについては，本稿で全く検討
していない。しかし，本稿での議論から言えること
は，制度とアクターという局所的な分析であっても，
それを精緻に展開することで，いくつかの新たな研
究主題や論点が見出されるということであり，経済
全体のシステム分析に厳格にこだわらずとも，制度
アプローチが独自に取り組むべき課題は，依然とし
て残されているということである。そして，それを
展開していく上では，社会学のみならず，文化人類
学や政治学といった諸関連学問領域とも手を携えて
いくことが，有効であるとも思われる。
　また，第２に，これは近年の動向として補足して
おくべき点である。本稿での主題に関わって，制度
の下でのアクターの多様性を分析するツールとして，
例えば，マルチ・エージェント型のシミュレーショ
ンによって，その状態を表すという手法が発達して
きている（e.g.，生天目，２００４）。そして，この手法
を用いつつ，例えば，S. Bowles（２００４，邦訳２０１３）
は，いわゆる従来のホモ・エコノミクスと変わる，
互恵的な人間像や，アクター間での異質性について
言及しているが，彼の説明と本稿での議論との違い，
あるいはそれに対する評価に関する検討を行っては
いない。それゆえ，これについては別に改めて検証
すべき課題としたい。
　こうした問題を残したままであるが，とりあえず，
制度の下でのアクターの行為の多様性や，制度の下
でのアクター間での関係性に着目することが，経済
学の制度アプローチの今後の展開にとって重要な意
味を持っていることを伝えられたならば，本稿での
議論は，とりあえず尽くしたものとして考えたい。

付記
　本論文は，立命館大学人文社会科学研究所助成プロ
グラム「学際知に基づく制度論的ミクロ・マクロ・ル
ープ論の体系化」（２０１４-１７年）での研究の一端である。

註
１） 例えば，A. Coddingtonは，J. M. Keynes以後の
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アプローチの展開について，「『標準的な分析方法
のなかにケインジアンの思考を調和的に導入しよ
うとしたら，何を変更し，あるいは放棄すべき
か』ということが問われる」と指摘した上で，彼
の後に登場したアプローチが３種類になることを
示している（Coddington，１９７６，p.１２５８）。それは，
より具体的に言えば，「根本主義：Fundamentalist」
のアプローチ（ibid.，p.１２５９），「水力学的ケイン
ズ主義：Hydraulic Keynesianism」のアプローチ
（ibid.，p.１２６５），そして，「再構成された還元主
義：Reductiolism」のアプローチ（ibid.，p.１２７０）
である。

２） 旧制度学派の方法の特徴として，例えば，
Dugger（１９９２，pp.７４-８１）は，（１）規範的モデル
を構築したこと，（２）分析単位としての制度の重
要性を指摘したこと，（２）心理学的な観点から行
動主義を採用したことを挙げている。あるいは，
Rutherford（２０００）によっては，旧制度学派の優
位性として（a）現実問題への取り組み，（b）科学
性，（c）プラグマティズム哲学や心理学などとの
学際性が指摘されている。ただし，これらの優位
性は，戦間期を通じて損なわれたという。

３） 新古典派（一般均衡分析）における市場は，（a）
諸個人の財交換（取引）がオークショナー（価格）
によって瞬時に達成される，（b）取引に関わる全
ての情報が完全に公開されている，（c）取引の前
提とされる所有権特に私的所有権が完全に確立し
ている，（d）市場は普遍で自明，という前提で想
定されている（North，１９９０，pp.３０-３１，邦訳
pp.４０-４２）

４） 社会科学全般における制度アプローチの協働と
いう観点から言えば，例えば，比較制度分析
（Aoki，２０１０）は，進化ゲームの形式をより一般化
し，政治的ゲームや社会ゲームを巻き込む学際型
のアプローチへと展開させているが，例えば，文
化的な次元でアクター間での共有予想を仮定して
いる点や，社会規範が内生的に生まれるアプロー
チを採用している点など，別途，検証すべき内容
を含むため，その上で改めて評価することとした
い。

５） ハビトゥスの援用以外にも，コンヴァンシオン
理論を用いる動きも見られるが，例えば，若森・

大田（１９９４，pp.６９-７０）によると，コンヴァンシ
オン理論の安易な援用によって，制度諸形態の起
源，諸制度のヒエラルキー編成，そして制度形成
に関わるレギュラシオン学派の特長が「合意」に
還元されてしまうと言う。あるいは，Lipietz
（１９９４，p.８５，邦訳p.１２６）によると，「レギュラシ
オン学派の場合，構造がつねに利害の対立する主
体を登場させると考えて，矛盾的性格を有する構
造から出発します。コンヴァンシオン学派の場合，
構造は存在せず個人が存在するだけですので，逆
に合意─諸個人によって取り決められるが「忘れ
られてしまう」合意─によって構造をつくり出す
ことが問題になる」。ただし，コンヴァンシオン
学派は，主体行動にみられる政治的な側面を取り
入れることや，社会学の知見を生かしてマクロ構
造の分析と結びつけることを試みてもいる（e.g.，
Favereau and Lazega，２００２，pp.７-１１）。

６） 例えば，R. Boyerは，第１に，旧制度学派の
Veblenの発想からレギュラシオン学派の議論に
汲み取るべき点があることを，第２に，方法論的
な立場として，方法論的個人主義とも全体主義と
も異なる「Hol-individualisume」（Boyer，２００３b，
pp.１-１２）の立場にあることを，それぞれ指摘して
いる。
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Abstract : This paper presents a new logic to explain the heterogeneity of actors and variety of institutional 
behaviors in order to define the various interrelationships between actors and institutions. The presented 

analysis is based on several primary institutional approaches such as the modern institutional approach, 

French régulation school, comparative institutional approach in Japan, and new institutional economics. To 

achieve our purpose, we first revisit the several hypotheses of institutional behaviors from the perspective of 

institutional theory in sociology (Section I). Then, we examine two important concepts originally proposed 

by Bourdieu, namely “habitus” that is often quoted by the French régulation school and “habit” in the 

modern institutional approach, which allow us to relate the fields of economics and sociology in order to 

focus on several patterns of institutional behaviors (Section II). In Section III, after describing theoretically 

the detailed interaction between actors and institutions, we propose a new analysis of actors’ pluralistic 

behaviors under the institutional framework. We conclude in Section IV by discussing two directions in 

which to develop future analysis by using this new framework. The first direction is to combine current 

theoretical institutional approaches with the capability approach proposed by Sen. The second is to examine 

the economic effect or meaning that is hidden by certain behaviors such as cultural actions or actions based 

on social customs. In other words, we analyze informal institutions themselves as defined by North.

Keywords : methodological individualism, holism, behavior, social customs
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